
HP記載 備考

□ 共通

□ 指定給水装置工事業者指定申請書（様式第1号） 〇

□ 機械器具調書（様式第1号　別表） 〇

□ 機械器具の写真

□ 誓約書（様式第2号） 〇

□ 身分証明書 代表者　市町村発行したもの

□ 選任している主任技術者の免状（写）又は技術者証（写） 選任している主任技術者全員分を添付してください。

□ 指定給水装置工事業者更新確認書 〇

□ 指定給水装置工事事業者証（旧） 従前の指定に関して保有している場合は、返納してください。

□ 法人の場合

□ 定款又は寄付行為 直近のものを添付してください。

□ 登記事項証明書又は登記簿謄本 発行日から３か月以内のものを添付してください。

□ 個人の場合

□ 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し  発行日から３か月以内のものを添付してください。個人番号は表示しないでください。

※1 許可証を交付する際の更新手数料は10,000円となっております。

※2 様式については南相馬市HP内

「市政ポータル→組織のご案内→建設部→水道課→工務係→水道

→工事→指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について」でダウンロード可能。
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指定給水装置工事業者更新申請チェックリスト


